
文化庁広報誌「ぶんかる」ソーシャルメディア アカウント運用方針 

   

最終更新日：2014年９月９日 

１．目的 

    本方針は，文化庁広報誌「ぶんかる」の Twitter（https://twitter.com/prmag_bunka）アカウント（以下，
「当アカウント」という。）の運用に関する事項について定めるものです。 

 

２．運用方針 

（１）発信情報 
    ・文化庁広報誌「ぶんかる」（http://prmagazine.bunka.go.jp/）の更新情報 
    ・文化庁や関係機関（所管の独立行政法人等）のイベント情報 
    ・その他，文化庁や文化芸術に関連する国民に身近な情報，ニーズの高い情報等 
    ・担当職員の発言（個人の経験や感想等。文化庁としての公式見解，方針等を述べるものではありません。） 

（２）フォロー及びリツイート 
文化庁関係機関，そのほかの国，地方公共団体又は公共性の高い機関・団体のアカウントについては，フォロー
やその発信する情報をリツイートする場合があります。 

（３）個別意見への対応 
    当アカウントへの「リツイート」，「リプライ」，「ダイレクトメッセージ」などによる，文化庁の施策等に関する個別の御意    
    見，御質問には対応しておりませんので，あらかじめ御了承ください。 
 

３．免責事項 

（１）当アカウントについて，予告のない運用中止，ツイート等の削除，当アカウント自体の削除を行う場合があります。 

（２）お使いのブラウザの種類など，閲覧環境によっては，リンク先のページをうまく読み込めないなど，閲覧に支障が出る
場合があります。 

（３）当アカウントの掲載情報の正確性には万全を期しておりますが，文化庁は利用者が当アカウントの情報を用いて行
う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。 

（４）文化庁は，当アカウントに関連して，ユーザー間又はユーザーと第三者間でトラブルや紛争が発生した場合であって
も，一切責任を負いません。 

 

４．禁止事項 

   当アカウントに対して，以下の行為は御遠慮ください。ユーザーの行為が以下のいずれかに該当する場合，アカウント 
のブロック等を行う場合がありますので，あらかじめ御了承ください。 

（１）個人情報若しくはそれを類推させるものの掲載又はそれに準ずる行為 

https://twitter.com/prmag_bunka）アカウント
http://prmagazine.bunka.go.jp/


（２）文化庁又は第三者の名誉，信用を傷つけるもの 

（３）文化庁若しくは第三者の著作権，肖像権若しくは知的財産権の一部又は全部を侵害するもの 

（４）法令若しくは公序良俗に反するもの又はその行為に関する情報，写真等を掲載すること 

（５）他のユーザ，第三者等になりすますもの 

（６）広告や宣伝目的のもの 

（７）文化庁の発信する内容の一部又は全部を改変するもの 

（８）文化庁の発信する内容に関係のないもの 

（９）その他，文化庁が合理的理由により不適切と判断するもの 

 

５．著作権 

   当アカウントの内容について，私的使用又は引用等著作権法上認められた行為やTwitterの公式機能として実装さ
れた「リツイート」機能を使用するなど，転載の対象となる発信情報を改変せず，また出所を明記する場合を除き，文
化庁に無断で複製・転載等を行うことはできません。 

 

６．本方針の変更 

  文化庁は，ユーザーへの予告なしに本方針を変更する場合があります。 

 

以上 


